
一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 正会員入会承認規則 
 
（目的） 
第 1条  この規則は、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（以下「EMA」
という。）へ、正会員としての入会申し込みの際の承認手続について定めるものとする。 

 
（承認手続） 
第 2条  代表理事は、定款第 10条に基づく正会員の承認については、別紙に定めるフロー
により承認を行うものとする。 

 
（規則の改廃） 
第 3条  この規則の改廃は、理事会の決議によるものとする。 
2 この規則の効力は、改廃があった後、EMA のホームページに公開された日に発生する
ものとする。 

 
（施行期日） 
制定  平成 20年 10月 6日 
改正  平成 20年 12月 3日 



【正会員入会承認規則 別紙】 

一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構 

入会承認フロー 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webシステムから 
入会受付 

① 事務局にて以下を確認 
 入会申請者の所在と事業概要 
 正会員による推薦の有無 
 推薦者への事実確認 
② 「EMA正会員入会申請書（別紙 2）」 
の送付（※推薦の有無に関わらず） 
 

会員推薦が有る場合 会員推薦が無い場合 

入会不許可 

 

理事会メーリング 
リストで検討（3日間） 

代表理事による承認 

 

事務局にて「EMA正会員入会申請書 
（別紙 2）」を用いた調査 

代表理事の指示のもと 

面談等の調査 

異議が無い場合 異議が有る場合 

理事会メーリング 
リストで検討（3日間）

問題が無い場合 

代表理事の指示のもと 

面談等の調査 

異議が無い場合 

代表理事による承認 

 

問題が有る場合 

異議が有る場合 

次回の理事会で検討 

 
異議が有る場合 

代表理事による承認 

 
入会不許可 

 

異議が無い場合 

次回の理事会で検討 

 
異議が有る場合 

代表理事による承認 

 
入会不許可 

 

異議が無い場合 




